
問い合わせ　釡石市民ホールTETTO　☎22-2266

釡石市民ホール TETTO

　釡石市民ホールTETTOの開館時間・料金などを平成31年4月1日㈪のご利用分から次のとおり変更しま
す。また、付属備品などの利用料金の一部も変更します。詳しくはホームページ（https://tetto-kamaishi.
jp/）をご覧ください。
　開館から１年を迎えて、市民の皆さんにとってより使いやすく、親しまれる施設を目指しますので、これ
からも釡石市民ホールTETTOをよろしくお願いします。

開館時間　９～21時
※８～９時、21～22時は事前申請で、繰上げ延
長してご利用できます
ホールA、ホールB、ギャラリー、控室
時間区分　午前：９時～12時、午後：13時～
17時、夜間：18時～21時
スタジオ、会議室、和室
時間区分　①９時～11時、②11時～13時、
③13時～15時、④15時～17時、⑤17時～19
時、⑥19時～21時

【 準備、練習などでホールA・ホールBを利用する
場合】
正規料金の3割の料金でご利用できます
※本番と連続した日程でご利用になる場合は、
使用月の12カ月前の1日から、準備、練習のみの
日程でご利用になる場合は、使用月の3カ月前の
1日からお申し込みできます
※同日に本番または本番同様のリハーサルなど
を実施する場合は適用されません

開館時間・利用区分・利用料金を一部変更します

施設名 休館日

釡石斎場

12月28日㈮、１月１日㈫、３日㈭
※12月29日㈯～31日㈪、１月
２日㈬、４日㈮～５日㈯は通常
時間の他、８時30分から利用で
きます

市民交流センター 12月29日㈯～１月３日㈭

シープラザ釡石
12月31日㈪～１月１日㈫
※12月29日㈯と１月２日㈬～３日
㈭は９時～18時、12月30日㈰は
９時～17時で営業します

釡石情報交流セ
ンター

12月29日㈯～１月３日㈭
※12月29日㈯～30日㈰、１月
１日㈫～３日㈭はミッフィーカフェ
とグッズ販売のみ営業します

道の駅「釡石仙
人峠」

12月31日㈪～１月１日㈫
※トイレと駐車場は利用できます

橋野鉄鉱山イン
フォメーション
センター

冬期休館中（３月31日㈰まで）

旧釡石鉱山事務所 冬期休館中（３月31日㈰まで）

年 末 年 始 の 休 館 情 報

施設名 休館日

釡石市民ホール
TETTO

12月31日㈪～１月１日㈫
※12月29日㈯～30日㈰、１月
２日㈬～３日㈭は９時～18時で
営業します

図書館 12月29日㈯～１月４日㈮

郷土資料館 12月28日㈮～１月４日㈮

鉄の歴史館 12月29日㈯～１月３日㈭

働く婦人の家 12月29日㈯～１月３日㈭

市営プール
（トレーニング
ルーム）

12月29日㈯～１月３日㈭

市球技場 12月29日㈯～１月３日㈭

平田公園野球場 冬期休場中（３月10日㈰まで）

中妻体育館 12月29日㈯～１月４日㈮

◎一般ごみの収集は、12月28日㈮までです。１月は３日㈭から収集します
◎ 沿岸南部クリーンセンターへのごみの持ち込みは、12月28日㈮までです。１月は４日㈮か
らです

◎１月３日㈭と４日㈮は１世帯最大６袋まで収集します
◎１月は資源物の収集日が通常月と異なる地区がありますので、ご注意ください
　【毎月第１・３水曜日が収集日の地区】⇒第２・４水曜日に収集（１月９日、23日）
　【毎月第２・４水曜日が収集日の地区】⇒第３・５水曜日に収集（１月16日、30日）
■問い合わせ　市環境課リサイクル推進係　☎27-8453

ごみの
収集などに
ついて

市の主な施設の年末年始の休館日をお知らせします

問い合わせ　市地域福祉課 地域福祉係 ☎22-0177

免除対象
①国民健康保険の医療費の一部負担金
②後期高齢者医療制度の医療費の一部負担金
③介護保険の利用者負担金
延長期間　2019年12月31日㈫まで
※震災による業務の休廃止や失職を理由に、一
部負担金などが免除されている人は、現在の収
入などにより判定します。該当者には申請書を
郵送していますので、各窓口で申請してください
※家屋の全半壊・生計維持者の死亡や行方不
明、福島第一原子力発電所の事故による避難指
示や計画的避難区域を理由に、医療費の一部負

交付時期　12月17日㈪から
対象　第３次配分金の追加配分金の交付対象者
（死亡、住家の全・半壊）
※これまで義援金が振り込まれている口座へ入
金します。新たな申請は不要です
※受取人が亡くなった場合や受取人が受取口座
を変更した場合は、ご連絡ください

担金・介護サービス利用料が免除されている人
は、申請の必要はありません
※免除措置は市町村によって異なります。他市
町村へ転出する場合は、転出先の市町村に免除
措置の有無を確認してください
問い合わせ　
①国民健康保険の人：市市民課 国保年金係 ☎
27-8450
②後期高齢者医療制度の人：市市民課 医療給
付係 ☎27-8450
③介護保険の人：市高齢介護福祉課 高齢介護係 
☎22-0178

義援金の金額
①死亡または行方不明見舞金：対象者１人当たり
７千円
②住家損壊等見舞金（居住している住居が全
壊）：１世帯当たり７千円
③住家損壊等見舞金（居住している住居が半
壊）：１世帯当たり５千円
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被災者の「医療費の一部負担金等」の免除期間を延長します

東日本大震災　災害義援金を追加交付します

　市は、東日本大震災で被災し、次の負担金が免除されている人の免除期間を延長します。新しい免除証明
書と免除認定書は12月中に郵送します。
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